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福岡出入国在留管理局収容場警備執務細則

一部改正 平 成 1 5年 3月 2 8 日訓令第 3号

（平成 1 5年 3月 2 8 日施行）

平成 2 5年 3月 1 9 日司｜｜令 第 2号

（平成 2 5年 4月 1日施行）

平 成 2 9年 5月 1 8 日司｜｜令 第 3号

（平成 2 9年 5月 1 8 日施行）

平 成 3 1年 3月 2 8 日訓令第 2号

（平成 3 1年 4月 1 日施 行）

第 1章総員IJ.

（趣旨）

第 1条 こ の 細 則は，法 務省設置法（平成 1 1年 法律第 9 3号）及 び

地方出入国在留管理局組織規則（平成 3 1年法務省令第 2 7号）に

基づき ，福岡出入国在 留管理 局 収 容 場 （ 那 覇 支 局 の 収 容 場 を 含 む 。

以下閉じ 。）の警備の執務に必要な事項を定めるものとする 。

（看守責任者）

第 2条 看守勤務の入国警備官の長（以下「看守責任者 J という 。）

は，処遇 ・執行担当の統括入国警備官（那覇支局にあ っては， 警 務

・調査活動 ・処遇 ・執行担当の統括入国警備官 。 以下 「処 遇 担 当統

括」という 。）の指揮監督の下に ，看守勤務の入国警備官（以下「看

守勤務者」という。）を指揮監督し ，被収 容者の処遇及び収容場の

秩序維持についてその責に任ずるものとする 。

2 看守責任者は，処遇担当統括が出張その他により不在 の場合は ，

処遇担当統括に代わってその職務を行うものとする 。

（看守勤務者の編成）

第 3条 看 守勤務者は，看守 責 任 者圃 及 び 看 守 勤 務 者

． をもって編成するものとする 。 ただし ， 局長（那覇支局にあって

は支局長 。 以 下同 じ。）は，被収容者の国籍，数，性別，動静そ の

他 の事情により看守勤務者の数を増員することができる 。



2 前項の看守責任者及び看守勤務者に対する勤務命令は，看守勤務

命令簿（ 第 1号様式）により行 う。

3 看守責任者及び看守勤務者の勤務時間の割振りは，局長が別に 定

める 。

（非常設備）

第 4条 被収容者処遇規則（昭和 56年法務省令第 5 9号。 以下「 処

遇規則lJ という 。）第 3条第 2項に規定する非常口，警報ベノレ，消

火器 及 び避難器具等の設置位置は，非常設備位置図（別表第 1＇第

2 ）に示すとおりとする 。

（施設の点検）

第 5条 処遇担当統括は， ．．に 1回以上，収容場の施 設 並 び に収

容場の非常口，警報ベノレ及び消火器等その他の設備を点検して異状

の有無を確認し，その結果 を施設点検報告書（第 2号様式）により

局長に報告しなければなら な い 。

第 2章収容

（収容区分）

第 6条 処遇担当統括は，福岡出入国在留管理局被収容者処遇細則（平

成 10年 訓令第 4号） 第 2章 の規定に基づ き，新 た に 収 容 さ れ る 者

の収容の手続が完 了したときは， 一一一一一一一一

に区分し，居室を指定して収容するものとする。ただし，局長は，

収容場の保安 上 又は衛生上 必 要 が あ る と き は ， 男 子 を 収 容 す る 居室

と 女 子を収容する居室の区分を変更することができる（那覇支局 に

あっては，居室を指定して収容するものとする）。

第 3章 看 守

（看守勤務者の責務）

第 7条 看 守勤務者は ，看 守 責任者の指揮監督に従わなければならな

し、。

2 看守勤務者は ，収容場の 警備 に お い て ， 次 の 事 項 を 遵 守 し な けれ



ばならない 。

( 1 ）収容場の 施設 につ いて ，破損 ，故障等の異状を発見したときは，

応急の措置を講じるとともに，直ちに看守責任者に報告すること 。

( 2 ） 処遇担当統括の許可なく，収容場に看守勤務者及び巡視を行う

監督者以外の者を立ち入ら せ な い こ と 。

( 3 ）被収容者の居室に入るときは，看守責任者に報告 の 上， 他の 看

守勤務者の立会いの下に入室すること。

( 4 ）被収容 者 の 処 遇 上 文 は被収容者の退去強制手続上参考となる事

項を認知し，文は資料を得たときは ， 直 ちに看守責任者に報告す

ること 。

（看守勤務者の 勤務体制及 び職務）

看守勤務者の勤務は，

・・・・・ とする。

2 見張り勤務者は ，警備配置図（別表第 3，第 4）に示す

とし随時収容場内を動し

ようして 次 の 職 務 を 行 う ものとする 。 ただし ，

ものとする。

( 1 ）被収容者の動静監視

( 2 ）収容場に出入りする人及び物品の点検確認

( 3 ）異状発見の際における動しよう勤務者に対する連絡及び看守責

任者への報告

( 4 ）看守勤 務 日 誌 （ 処 遇規 則別記第 2号様式） の記載

( 5 ）巡視を受けたときの監 督 者 に 対 す る 報 告

3 動しよう勤務者は，

として次の職務を行うものとする 。

( 1 ）収容場内外の動しよう

( 2 ）見張室出入口，収容場内各居室の施錠及び解 錠



( 3 ）収容場に出入りする被収容者の連行

( 4 ） 被 収容者の申出事項の処理

( 5 ）理髪，面会 ，運 動及び入浴の立会い

( 6 ）被収容者の人員点呼

( 7 ）見張り 勤務者 の職務への協力

4 休憩者は，次の勤務に備えて仮眠室（那覇支局にあっては，休憩

室。）において休養（ 2 2時から翌朝 6時 までは仮眠）するものと

する 。

（動しよう）

第 9条 見張り勤務 者 及び動しよう勤務者は，動しようを行うときは，

2 

被収容者の動静を把握するほか，被収容者に対する貸与品 ，居室の

施錠，警 報ベルその他施設等 の 異 状 の 有 無 及 び 収 容 場 内 の衛生状態

を点検確 認し ，か つ ，収容場の保安 上又は衛 生上支障があると認め

られる物品の発見及び除去 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。

首 席 入 国 警 備 官 が 定 め る も の とす

る。

3 見張り勤務者及び動しよう勤務者は，動しようを実施したときは，

その結果を看守勤務日誌に記載しなければならない 。

（勤務の交替）

第 10条 見 張 り 勤 務 者 は ，勤務を交替するときは ，収 容 人 員 そ の他

看守勤務に必要な事項の引継ぎを確実に行うとともに，交替の前 後

に看守責任者に報告しなければならない。

2 看守責任者は，勤務を交替 す る と き は ， 引継事項の要旨を引継簿

（第 3号様式）に記載しなければならない。

3 看守勤務者は， ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・とき

は，看守責任者の許可を受けなければならない 。この場合において，

見張り勤務者及び動しよう勤務者は，勤務を交替するときは，第 1

項に準じて引継ぎを行うものとする 。



（鍵の保管）

第 1 1条 処遇 担 当 統 括 は ，看 守 責 任 者 及 び看 守勤務者に携帯させる

場合を除き ， 収 容場及び居室の出入口扉の鍵を

の指 定 場所に保管しなけれ ば

ならない。

（人員点呼）

第 1 2条 看守責任者は ， 次の要領により被収容者の人員点呼を実施

するものとする。

( 1 ) 

2 看守責任者は，点呼終了後，速やかに処遇担当統括に対し p 異状

の 有 無 を報告するとともに，見張り勤務者に対してその概要を知 ら

せなけれ ば な ら な い 。

3 処 遇 担当統括は，随時人 員 点呼に立ち会い，指揮監督に当たら な

ければならない 。

（収容場及び居室の出入口扉の施錠）

第 1 3条 看守責任者は，首席入国警備官が必要と認めて指示した場

合を除き，収容場及び各居室 の出入口扉を施錠しておかなければ

ならない。

第 4章 保 安

（保安計画）

第 14条 首席入国警備官は，処遇規則第 1 6条 に 規 定 す る 保 安 計画

を策定し，局長の決裁を受けるものとする 。

2 首席 入国警備官は，前項の保安計画に定める事項について，年 2

回以上訓練を実施し，その結果を局長に報告するものとす る。

（検査）



第 15条 処遇担当統括は，収容場の保安上又は衛生上必要があると

認めるときは，被収容者の身体，所持品及び衣類の検査を実施する

ものとする。

2 処遇担当統括は， 居室及び附属施設の検査を実施

しなければならない。

3 前 2項の検査に当たっては ，被収 容者 に対 し， 検査 を実 施す る旨

を告げて着手するものとする。

4 処遇担当統括は，検査の結果，収容場の保安上又は衛生上支障が

あ ると認められる物品等を発見したときは，所有者を確認した上，

速 や か に所定の領置手続等を執らなければならない。

5 処遇担当統括は，検査を実施したときは，そ の結果を局長に報 告

するとともに，看守勤務日誌に記載しておかなければならない 。

附 員IJ （平成 13年 1月 6 日訓令第 9号）

この 訓令は，平成 13年 1月 6 日から施行する 。

附 則（平成 2 9年 5月 1 8 日司11令 第 3号）

この司｜｜令は，平成 2 9年 5月 1 8 日から施行する 。

附 則（平成 3 1年 3月 2 8 日司11令第 2号）

この司｜｜令は，平成 3 1年 4月 1日から施行する 。



第 1号様式（第 3条関係）

看 守 勤 務 命 令－ 簿

首 席 受 命 者 受命
局長 次 長 総務課長 発令月 日 発 令 事 項

入国警備官 階級 氏 名 者印



第2号様式（第5条関係）

長！「首

施 設 ，長 検 報 t口c. 書

月 日年
福岡出入国在留管理局長 殿

処遇・執行担当統括入国警備官 印 －
施設点検を実施したので下記のとおり報告する。

点検箇所 異状の有無及び補修・改善等要望事項 点検実施者 看守責任者
会計課

措
担当係長

置



第 3号様式（第10条関係）

首席入国普傭叫処過担当統活

ヲ｜ 継 簿

月 日 曜日

申 送者 看守責任者

申 受者 看守責任者

ヲ｜ 継 事 項



J!IJIU事1
非常設備位置図

凡例

回 答線ベJf,

0 消火怨． 消火後

．． 非常口



別表第2（その1)

凡例
警報ベル

＠ 摘火器

...・消火鐙

E'7Z.2I 非常口



別表第 2 （その 2)



別表第3
警備配置図



別表第4 警 備配置図

福岡出入国在留管理局那覇支局


